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はじめに

　本市では、平成２８年度から令和７年度までの１０年間、「第２次朝

霞市男女平等推進行動計画」に基づき、各種施策を計画的に推進して

まいりました。

　この間、新型コロナウイルスの感染拡大によって、ＤＶや児童虐待、

不安定な雇用状況、生活困窮等をめぐる課題がより明らかになるとと

もに、相談・支援の必要性が高まりました。支援のニーズは複雑化・多

様化・複合化しており、ＤＶ防止対策をはじめ、困難な状況にある様々な立場の人への支援がます

ます必要となっています。

国においては、様々な法整備や取組が行われていますが、その一つとして、令和６年４月には「困

難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されました。市としても「女性の福祉」「人権

の尊重や擁護」「男女平等」の視点に立ち、女性が安心して自立し、暮らせる社会の実現を目指して

取組を進めているところです。

さて、本市の男女平等に関する意識について目を向けますと、令和６年度に実施した「男女平等

推進に関する小学生・中学生・高校生意識調査」では、性別による固定的な役割分業意識の考え方

に反対した小・中・高校生の割合が、いずれの年齢層においても7割を超えており、男女平等の意

識が未来へとつながっていく希望が持てました。一方で、市民意識調査では、社会通念・慣習等では男

女の地位は平等になっていると回答した方は約１割にとどまるなど、男女平等に関する意識が社会

には十分に浸透していないことがうかがえます。

こうした状況を踏まえ、このたび、「第３次朝霞市男女平等推進行動計画」を策定し、令和８年度

から１０年間の計画が新たにスタートいたします。

本計画では、「第６次朝霞市総合計画」と一体的に施策を展開するため、施策体系において「男女

平等の意識づくり」と「男女平等が実感できる生活の実現」「性の多様性に対する理解の促進」を基

本目標とすることとしました。また、本計画は、「朝霞市ＤＶ防止基本計画」及び「朝霞市女性活躍

推進計画」に加えて、新たに「朝霞市困難女性支援基本計画」を包含しており、ここで示す様々な男

女平等推進のための方向性に基づき、男女平等施策を総合的かつ計画的に推進してまいります。市

民一人ひとりの男女平等に関する意識向上にとどまらず、互いを尊重し合える行動の変化につな

げることで、誰もが性別にかかわらず対等に参画できる社会の実現を目指してまいります。

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました朝霞市男女平等推進審

議会委員の皆様をはじめ、ご協力いただきました多くの市民や事業所の皆様、また、関係者の皆様

に心から厚くお礼を申し上げます。
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